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７２回目の憲法記念日に寄せる会長談話 

 

１ １９４７年（昭和２２年）５月３日に施行された日本国憲法は、今日、７２

回目の憲法記念日を迎えました。新天皇即位に伴い元号が変わりましたが、改

めて憲法の意義を考えてみることが大切に思えてなりません。 

２ 当会は、平成２６年から毎年、憲法記念日に会長談話を発表してきています

が、そこでは日本国憲法の意義を確認してきました。 

日本国憲法は、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じ

て行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わ

が国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦

争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存す

ることを宣言し、この憲法を確定する。」と国民主権を高らかに謳っています

（前文第１項）。 

そして、「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇

高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼

して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」と恒久平和主義を宣言

し（前文第２項）、「われらは、全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免かれ、

平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と平和的生存権を謳う

（同）とともに、戦争の放棄と戦力の不保持、交戦権の否認を規定しました（第

９条）。 

さらに、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が

国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及

び将来の国民に与へられる。」（第１１条）と基本的人権の尊重を保障していま

す。 

国民主権、恒久平和主義・平和的生存権、基本的人権の尊重という日本国憲

法の基本原理は、崇高な理念であるばかりでなく、日本や国際社会の歴史の教

訓に基づいて、人類の叡智の成果として結実したものに他なりません。 

３ 日本国憲法の基本原理の根底にある最高価値は、国民はひとりひとり個人

として尊重されるという「個人の尊厳」であり（憲法第１３条）、これに基づ

く幸福追求権は、最大限の保障に浴しなければなりません。そして、幸福追求

権を実現するための前提価値として個人の生命は絶対的に保障されなければ

なりませんし、個人の生き方の選択や人格的自律性というものも可能な限り

尊重されなければならないことは言うまでもないことです。 

  残念ながら、現実の社会では、経済合理性の下に、子供たちや社会的弱者の

生命すら軽視されているように思われます。他方で、性的マイノリティの問題

に見られる様に、新しい権利（人格権）や自己実現の考え方が提起されるに至
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っています。 

このような状況下で、日本国憲法の持つ基本的人権保障の意義は、ますます

重視されなければならないと思います。 

日本国憲法は、世界人権宣言や国際人権規約に先立って制定されました。し

かし、その人権保障規定は、極めて先進的であり数のうえでも内容の点でも豊

かなものです。その後制定された女性差別撤廃条約や子どもの権利条約なども

包摂する力を持つものです。そして、これまで国内における様々な人権侵害を

救済するものとして極めて有効な力を発揮してきました。また新しい人権の拡

大発展や定着にも大きな役割を果たしてきました。 

価値観が多様化し、社会も複雑化する中で、人権課題の解決には大きな困難

が伴いますが、このような中にあってこそ、さらに日本国憲法は、新たな人権

課題に対しても大きな役割を果たすことが期待されています。このような基本

的人権保障の意義は一層強調されるべきであって、これを後退させてはなりま

せん。 

４ 戦争と平和の問題について、この７２年間、日本国憲法は、厳しい政治の現

実にさらされながらも、国の最高法規として、強い規範力を発揮してきました。

日本国憲法は、徹底した恒久平和主義に基づき、わが国が一度も他国と戦火を

交えることなく平和と繁栄を築き、国際社会で高い信頼を得るために、大きな

役割を果たしてきました。憲法第９条は、これまで現実政治との間で深刻な緊

張関係を強いられながらも、自衛隊の組織・装備・活動等に対し大きな制約を

及ぼし、海外における武力行使及び集団的自衛権の行使を禁止するなど、憲法

規範として有効に機能してきました。 

５ 前述の通り、日本国憲法は、個人の尊厳を究極の価値としており、国家権力

の行使は、憲法による統制の下に置かれています（立憲主義）。立憲主義のも

とでは、国家権力は、恣意的に憲法を解釈したり、憲法の規定を逸脱するよう

な法律の制定や行政権の行使をすることは許されません。 

憲法改正の議論では、どのような改憲案であっても、立憲主義という統制の

もとで憲法条項の機能を果たすことができるかという観点を忘れてはなりま

せん。国家権力に恣意的な運用をもたらす危険のあるような規定は、憲法条項

としてふさわしくないものと言わなければなりません。また、国民の基本的人

権を侵害する危険性を拡大するおそれのある改憲案も、憲法の果たすべき役割

を考えたとき、これを許すべきではありません。 

６ 日本国憲法の掲げる国民主権、恒久平和主義、基本的人権の尊重という基本

理念は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の結晶であり、時代を超えた普遍

的な価値です。日本国憲法第１２条は、「この憲法が国民に保障する自由及び

権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」と規
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定しています。憲法改正の議論においても、「国民の不断の努力」として、深

い十分な議論がなされることが望まれます。 

７ 私たちは、７２回目の憲法記念日にあたり、日本国憲法に込められた崇高な

理念とそれを守ってきた先人の努力に、改めて思いを致し、憲法の意義を胸に

刻みたいと思います。 

   

 

２０１９年（令和元年）５月３日 

                 長野県弁護士会 

                    会 長  相 馬 弘 昭 

 

 

 

  


